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天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
と
推
定
さ
れ
る
「
定
式
」
を
読
む 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
永 

義
博 

 

は
じ
め
に 

こ
の
「
定
式
」
は
、
縦
十
三
セ
ン
チ
、
横
五
十
三
．
五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
一
枚
も

の
で
あ
る
（
図
１
）。 

昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月
、
大
野
政
雄
氏
が
『
北
飛
タ
イ
ム
ス
』
に
読

み
下
し
全
文
を
掲
載
し
た
こ
と
で
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年
の
「
古

川
祭
の
変
遷
」
と
い
う
論
文
で
は
写
真
も
紹
介
し
て
い
る
。
以
後
、
大
野
氏
は
古
川

祭
に
関
す
る
論
文
や
著
書
に
何
度
も
こ
の
「
定
式
」
を
紹
介
し
て
お
り
、
古
川
祭
を

考
察
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。 

し
か
し
、
私
自
身
は
長
く
実
物
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
で
い
た
が
、
先
年
飛
騨

市
所
蔵
の
「
中
村
家
・
上
原
家
文
書
」
を
整
理
中
に
や
っ
と
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
「
定
式
」
の
宛
先
は
「
二
ノ
三
丁
目 

与
頭 

善
兵
衛
殿
」
と
な
っ
て
い

る
が
、「
善
兵
衛
」
は
中
村
家
の
第
五
代
ま
た
は
第
六
代
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

当
初
は
こ
の
「
定
式
」
を
読
ん
で
も
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
一
昨
年

か
ら
古
川
祭
に
つ
い
て
の
調
査
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
祭
の
全
容
が
少
し
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、「
定
式
」
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
も
段
々
と

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

 

江
戸
時
代
の
古
川
祭
資
料
が
少
な
い
た
め
に
明
治
時
代
初
期
の
祭
資
料
と
比
較

し
な
が
ら
の
考
察
に
な
る
。
天
保
二
年
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で
四
十
年
余
り
経
過

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
古
川
祭
調
査
か
ら
祭
の
様
相
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
化

し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

                         

定
式 

御
神
輿
送
り 

町
廻
り
五
日
夜
八
ツ
時 

同 
 

六
日
昼
七
ツ
時 

屋
台
引
町
順 

 

夕 

同 
 

順 
 
 

八
番 

第
一
火
之
元
用
心
大
切
ニ
相
守
り
可 

申
事 

祭
礼
当
日
途
中
に
て
雨
降
候
時
ハ
、
勝 

手
次
第
ニ
合
羽
相
用
ひ
可
申
事 

日
暮
候
ハ
バ
、
是
又
勝
手
ニ
提
灯
と
も 

し
可
申
事 

 
 

附
り
起
太
鼓
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無 

用
ニ
候
事
。
并
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く 

れ
堅
停
止
ニ
候
事 

右
ヶ
条
之
趣
如
此
、
此
ほ
か
屋
台
行
司 

よ
り
触
出
シ
候
義
ハ
、
何
事
ニ
よ
ら
ず 

急
度
相
守
り
可
申
事 

 
 

七
月
廿
四
日
於
町
会
所 

 
 

与
頭
中
打
寄
示
談
之
上
相
定
候 

卯
八
月 

二
ノ
三
丁
目 

 
 
 
 
 

与
頭 

善
兵
衛
殿 

図1 天保2年のものと推定される「定式」（飛騨市蔵「中村家・上原家文書」） 
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一 

「
定
式
」
を
天
保
二
年
と
推
定
し
た
理
由 

 
こ
の
「
定
式
」
の
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。「
卯
八
月
」
と

し
か
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
ヒ
ン
ト
は
あ
る
。 

以
下
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
「
定
式
」
を
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
と
推
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
る
。 

（
一
）
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め 

 

今
の
と
こ
ろ
古
川
祭
の
屋
台
に
関
す
る
資
料
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
の
も

の
（「
金
亀
台
新
造
入
用
金
割
合
帳
」）
が
最
も
古
い
。
そ
の
六
年
後
の
天
明
二
年
（
一

七
八
二
）
に
は
九
台
の
屋
台
が
見
え
て
い
る
（
林
篁
『
飛
騨
美
屋
計
』）
の
で
、
古

川
祭
の
屋
台
巡
行
は
安
永
～
天
明
の
頃
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
定
式
」
は
そ
の
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め
な
の
で
、
ど
ん
な
に
早
く
と
も

安
永
～
天
明
期
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
屋
台
巡
行
に
関
す
る
取
り
決
め
で
今

の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
る
最
も
古
い
資
料
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
「
御
神

事
屋
台
儀
式
」
で
あ
る
が
、「
定
式
」
よ
り
ず
い
ぶ
ん
丁
寧
な
形
式
に
な
っ
て
い
る

の
で
、「
定
式
」
は
そ
れ
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
こ
の
「
定
式
」
の
年
代
は
少
な
く
と
も
安
永
五
年
と
弘
化
二
年
の
間
の

約
七
十
年
に
う
ち
に
入
る
。
こ
の
間
の
卯
年
は
六
回
で
次
の
年
に
な
る
。 

・
天
明
三
年
（
一
七
八
三
） 

・
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
） 

・
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
） 

・
文
政
二
年
（
一
八
一
九
） 

・
天
保
二
年
（
一
八
三
一
） 

・
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
） 

こ
の
う
ち
ど
の
年
な
の
か
。
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
文
中
の
「
町
会
所
」「
二
ノ
三

丁
目
」「
与
頭 

善
兵
衛
」
で
あ
る
。
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
町
会
所
」
と
「
二

ノ
三
丁
目
」
か
ら
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

「
与
頭 

善
兵
衛
」
を
ヒ
ン
ト
に
「
定
式
」
の
年
代
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。 

（
二
）「
与
頭 

善
兵
衛
」 

 

善
兵
衛
は
「
二
ノ
三
丁
目
」
の
与
頭
（
組
頭
）
で
、「
二
ノ
三
丁
目
」
と
は
弐
之

町
三
丁
目
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

弐
之
町
三
丁
目
で
「
善
兵
衛
」
を
名
乗
っ
た
の
は
中
村
家
で
あ
る
。
中
村
家
は
、

善
吉
（
慶
安
二
年
～
享
保
十
三
年
）
を
初
代
と
し
、
昭
和
ま
で
約
三
百
年
続
い
た
名

家
だ
っ
た
。
三
代
常
房
か
ら
八
代
信
夫
ま
で
代
々
「
善
右
衛
門
」
を
襲
名
し
て
い
る

が
、
こ
の
内
、
五
代
善
右
衛
門
（
通
平 

安
永
六
年
～
天
保
十
二
年
）
と
六
代
善
右

衛
門
（
宜
文 

寛
政
十
年
～
嘉
永
六
年
）
は
「
善
兵
衛
」
と
も
名
乗
っ
て
い
た
。（『
古

川
町
史 

史
料
編
三
』
1003
号
「
中
村
家
譜
」）。
ま
た
、
六
代
善
右
衛
門
は
、
文
化
・

文
政
年
間
の
一
時
期
、
古
川
町
方
村
名
主
加
藤
氏
に
代
わ
り
名
主
を
勤
め
た
（
堀
祥

岳
『
中
村
家
・
上
原
家
文
書
目
録―

近
世
史
料―

』
二
〇
一
一 

飛
騨
市
）。 

こ
の
二
人
が
生
き
た
年
代
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八

五
三
）
ま
で
な
の
で
、
候
補
と
な
る
六
回
の
卯
年
が
全
部
入
る
。
た
だ
し
、
天
明
三

年
と
寛
政
七
年
は
五
代
善
右
衛
門
で
も
ま
だ
若
く
（
寛
政
七
年
で
18
歳
）、
与
頭
（
組

頭
）
と
す
る
に
は
適
当
で
は
な
い
。 

「
善
兵
衛
」
が
与
頭
（
組
頭
）
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
天
保
四
年
（
一

八
三
三
）（『
古
川
町
史 

史
料
編
二
』
649
号
）
と
天
保
五
年
（『
古
川
町
史 

史
料

編
二
』
653
号
）
の
二
回
だ
け
で
あ
る
。
天
保
二
年
に
「
善
兵
衛
」
が
弐
之
町
三
丁
目

の
与
頭
（
組
頭
）だ
っ
た
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
な
い
が
、
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。

こ
の
頃
、
五
代
は
50
代
半
ば
、
六
代
は
30
代
半
ば
な
の
で
、
ど
ち
ら
に
も
与
頭
（
組

頭
）
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。 

残
る
文
化
四
年
、
文
政
二
年
、
天
保
十
四
年
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。 
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こ
の
う
ち
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
組
頭
に
関
す
る
資
料
は
な
い
が
、
こ
の

年
の
年
齢
は
五
代
が
30
歳
、
六
代
が
9
才
で
あ
る
。
五
代
が
与
頭
（
組
頭
）
だ
っ

た
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
低
い
。 

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
つ
い
て
は
、
金
亀
台
組
古
川
祭
資
料
（「
文
政
弐
年

卯
十
二
月
日 
屋
台
修
復
金
預
方
勘
定
留
帳
」）
か
ら
、
こ
の
年
の
弐
之
町
弐
丁
目

と
三
丁
目
の
組
頭
は
無
雁
屋
文
吉
と
越
前
屋
藤
左
衛
門
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
で
、
文
政
二
年
は
除
外
で
あ
る
。 

残
る
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
つ
い
て
、
組
頭
が
誰
だ
っ
た
か
わ
か
る
資
料

は
な
い
。
た
だ
し
、
金
亀
台
組
古
川
祭
資
料
で
天
保
十
一
年
と
十
二
年
の
与
頭
（
組

頭
）
は
確
認
で
き
る
。
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
の
組
頭
は
、 

天
保
十
一
年
が
山
下
屋
権
次
と
無
雁
屋
清
四
郎
（「
天
保
十
一
庚
子
年
八
月 

新
屋

台
造
立
規
定
」）、 

天
保
十
二
年
が
要
次
郎
と
清
四
郎
（「
天
保
十
弐
辛
丑
年
閏
正
月
規
定 

屋
台
造
立

月
講
銭
取
立
帳
」）
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
保
十
四
年
の
与
頭
（
組
頭
）
を
推
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
天
保
十
四
年
は
、
五
代
が
66
歳
、
六
代
は
45
歳
で
あ
る
。
六
代
が
組
頭

で
あ
っ
た
可
能
性
は
残
る
。 

以
上
の
検
討
か
ら
、
善
兵
衛
が
組
頭
だ
っ
た
の
は
天
保
二
年
と
天
保
十
四
年
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
天
保
二
年
の
方
が
高
い
。
こ

の
「
定
式
」
を
最
初
に
紹
介
し
た
大
野
政
雄
氏
は
「
こ
の
『
定
式
』
は
、
天
保
二
年

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」（「
古
川
祭
の
屋
台
」『
北
飛
タ
イ
ム
ス
』
昭
和
四
十
八
年

四
月
十
五
日
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
私
も
そ
れ
に
倣
っ
て
「
天
保
二
年
と
推
定
さ

れ
る
」
と
し
た
。
天
保
二
年
の
可
能
性
は
非
常
に
高
い
が
断
定
は
で
き
ず
、
天
保
十

四
年
の
可
能
性
も
少
し
残
る
と
い
う
意
味
で
の
「
推
定
」
で
あ
る
。 

 

二 

「
定
式
」
の
内
容
を
読
む 

  

こ
の
「
定
式
」
に
つ
い
て
、
大
野
政
雄
氏
は
「
後
の
『
御
神
事
屋
台
儀
式
』
に
発

展
す
る
前
の
資
料
と
し
て
貴
重
」（「
北
飛
タ
イ
ム
ス
」
昭
和
四
十
八
年
）
で
あ
り
、

「
文
献
上
に
見
え
る
起
し
太
鼓
の
初
見
」（『
古
川
祭
』
平
成
十
八
年
）
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
「
定
式
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
不
十
分
な
が
ら
も

読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
江
戸
時
代
の
古
川
祭
資
料
が
少
な
い
の
で
、
祭
の
様

相
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
明
治
初
期
の
資
料
を
使
い
な
が
ら

項
目
を
設
け
て
読
み
解
き
、「
定
式
」
の
全
容
を
つ
か
み
た
い
。 

 

（
一
）「
御
神
輿
送
り
」 

① 

こ
の
頃
の
御
神
輿 

 

気
多
若
宮
神
社
に
は
現
在
二
体
の
神
輿
が
あ
り
、
う
ち
一
体
は
万
治
三
年
（
一
六

六
〇
）
に
高
顕
院
（
高
山
藩
四
代
藩
主
金
森
頼
直
の
妹
）
が
寄
進
し
た
も
の
と
さ 

れ
て
い
る
（
図
2
）。 

も
う
一
体
の
御
神 

輿
は
明
治
三
年
（
一 

八
七
〇
）
の
新
築 

な
の
で
、
天
保
二 

年
に
巡
幸
し
た
御 

神
輿
は
図
2
の 

御
神
輿
だ
っ
た
こ 

と
が
わ
か
る
。 

 

図2 高顕院が寄進した御神輿 

（気多若宮神社） 
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② 

御
神
輿
行
列 

 
御
神
輿
が
ど
の
よ
う
な
行
列
を
組
ん
で
町
場
へ
入
っ
て
来
た
か
を
確
か
め
る
江

戸
時
代
の
資
料
は
な
い
。
最
も
古
い
も
の
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
氏
神
御

祭
典
定
式
萬
格
記
」（
飛
騨
市
蔵
）
に
あ
る
「
御
神
輿
順
列
」（
図
3
）
で
あ
る
。
御

神
輿
を
挟
ん
で
旗
が
五
本
（
御
神
号
旗
と
四
神
旗
）、
猪
子
（
獅
子
）、
遠
見
、
榊
、

神
楽
の
ほ
か
神
主
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
一
番
最
後
に
「
輿
丁
」
と
あ
る
の
は
御
神

輿
を
担
ぐ
人
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
在
の
神
輿
行
列
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比
べ
て
非
常
に
簡
素
で 

あ
る
が
、
現
在
も
受
け 

継
が
れ
て
い
る
も
の
ば 

か
り
で
あ
る
。 

猪
子
（
獅
子
）
、
榊
、 

神
楽
は
現
在
気
多
若
宮

神
社
の
あ
る
上
気
多
の

宮
本
組
が
担
当
し
て
い

る
。
当
時
は
遠
見
、
旗
持

ち
、
御
神
輿
担
ぎ
も
含

め
て
宮
本
組
が
担
当
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
天
保
二
年
頃
の
御

神
輿
行
列
も
、
明
治
五

年
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。 

③ 

「
御
神
輿
迎
え
」
と
「
御
神
輿
送
り
」 

 

「
定
式
」
に
は
「
御
神
輿
送
り
」
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
御
神
輿
迎
え
」 

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。与
頭
善
兵
衛
に
は
「
御
神
輿
迎
え
」
の
役
は
与
え
ら
れ
ず
、

「
御
神
輿
送
り
」
の
役
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。 

江
戸
時
代
の
古
川
祭
に
つ
い
て
定
め
た
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」
や
「
御
祭
礼
屋
台

儀
式
」
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
御
神
輿
迎
え
」
や
「
御
神
輿
送

り
」
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
治
初
期
に
な
る
と
「
御
祭
礼
屋
台

規
式
」
や
「
気
多
若
宮
神
社
例
祭
附
則
」
に
具
体
的
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
表

1
）。 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
初
め
て
御
神
輿
迎
え
が
登

場
す
る
。
翌
三
年
の
『
上
北
村
後
風
土
記
書
き
上
げ
（
下
書
）』（『
古
川
町
史 

史

料
編
二
』
498
号
）
に
は
「（
御
神
輿
を
）
御
迎
の
と
き
は
町
長
等
つ
か
え
奉
り
、
御

送
り
の
折
も
同
じ
」
と
記
さ
れ
、
御
神
輿
の
迎
え
も
送
り
も
町
長
（
ま
ち
お
さ 

組

頭
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
な
ど
に
も
っ
と
細
か
く
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
で
（
表
1
）、
そ
の
年
の
御
神
輿
迎
え
に
つ
い
て
は
「
十

九
日
午
前
第
八
時
、
惣
代
之
内
両
三
人
為
御
迎
東
岡
江
罷
越
、
御
神
輿
警
衛
仕
御
旅

所
江
出
張
ニ
相
成
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
惣
代
の
内
、
二
、
三
人
が

御
神
輿
を
迎
え
に
東
岡
（
神
社
の
あ
る
地
名
）
へ
行
き
、
警
衛
し
な
が
ら
町
場
の
御

旅
所
へ
迎
え
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
惣
代
と
は
組
頭
の
こ
と
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
以
降
、
迎
え
の
人
数
が
増
え
て
「
組
長
一
同
」
と
な
る
。

そ
れ
ま
で
二
、
三
人
だ
っ
た
も
の
が
、
町
場
の
十
人
の
組
長
全
員
で
神
社
へ
御
神
輿

を
迎
え
に
行
き
、
警
衛
し
な
が
ら
御
旅
所
ま
で
迎
え
入
れ
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

図3 明治5年の御神輿行列（飛騨市蔵「明治 5年氏神御祭典定式萬格記」） 
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年 御神輿迎え 御神輿送り

天保2（1831） 記述なし 御神輿送り

弘化2（1845） 記述なし 記述なし

弘化3（1846） 記述なし 記述なし

嘉永5（1852） 記述なし 記述なし

安政2（1855） 記述なし 記述なし

安政5（1858） 記述なし 記述なし

明治2（1869） 5日（御神輿を）組々より御出迎ひ警固仕り 記述なし

明治3（1870） 記述なし 記述なし

明治4（1871）
19日午前第8時惣代之内両三人為御迎東岡江罷越

御神輿警衛仕御旅所江出張ニ相成候

21日午前8時御神輿御還御之節者惣代一同附添警

衛可致事

明治5（1872）
5日九ツ時組頭之内両三人為御迎杉本江罷越御神

輿警衛仕御旅所江出張相成候
7日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治7（1874）
19日午前12時半頭之内三、四人為御迎東岡へ罷越

御神輿警衛仕御旅所へ御神幸ニ被相成候
21日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治8（1875）

19日午前12時組代并当番之内両三人為御迎確定時

気多若宮江罷越御神輿警衛仕御旅所へ出張ニ相成

候

21日朝御神輿還御之節ハ役前一同附添警衛可致事

明治9（1876）
19日午前第8時惣代一同為御迎東岡へ参候。御神

輿警衛仕御旅所へ出御相成候

21日午前8時御神輿還御之節ハ惣代一同附添警衛

可致事

明治11（1878）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参候。御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治12（1879）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参り、御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治13（1880）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参り、御神

輿警衛仕御旅所へ出御候

21日午前8時御神輿還御之節ハ組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治14（1881）
19日午前第8時組長一同為御迎東岡江参拝シ、御

神輿警衛仕御旅所江出御候

21日午前8時御神輿還御之節者組長一同并ニ当番

附添警衛可致事

明治15（1882）
18日午前第8時組長一同御迎ニ東岡へ参り、御神

輿警衛仕御旅所へ御着之上

20日午前第8時御神輿還御ノ際各組長及当番附添

上気多組境マデ奉送シ、上気多組ハ三番叟、主事

両組ニテ警衛可致事

明治16（1883）
18日午前第8時組長一同御迎トシテ榊岡へ参拝

シ、御神輿警衛仕御旅所江出御相成候

20日午前第8時御神輿還御之際各組長当番一同附

添ヒ郷社新道迄奉送可致事

明治17（1884）
前祭19日午前10時組長一同参拝　　御神輿御旅所

渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　21日午前9時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治18（1885）
前祭19日午前10時組長一同参拝　　御神輿御旅所

へ渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　21日午前9時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治19（1886）
前祭17日午前10時組長一同参拝　　神輿御旅所エ

渡御19日午後2時各組長交番警衛

神輿上気多組ヘ渡御　19日午前7時　市中組長一

同上気多組境マデ奉送

明治20（1887）
前祭16日午前10時組長一同参拝　　神輿御旅所へ
渡御16日12時各組長交番警衛

神輿上気多組渡御　18日午前7時　市中組長一同
上気多組境マデ奉送

明治3年『上北村後風土記書き上げ』　「（御神輿を）御迎のときは町長等つかへ奉り、御送りの折も同じ」

                         

                         

表 1 御神輿迎えと送り  〔資料の出典〕弘化 2年、3年「御神事屋台儀式」、嘉永 5年、安政 2年、5年は

「御祭礼屋台儀式」、明治 2年～明治 13年、15年、16年は「御祭礼屋台規式」、明治 14年は「御祭礼規定」、

明治17年～20年は「気多若宮神社例祭附則」 
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「
御
神
輿
送
り
」
に
つ
い
て
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
『
上
北
村
後
風
土
記

書
き
上
げ
（
下
書
）』
に
「
御
送
り
の
折
も
同
じ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
組
頭
な

ど
が
御
神
輿
送
り
に
出
役
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
後
、
毎
年
の
「
御
祭
礼
屋
台
規

式
」
や
「
気
多
若
宮
神
社
例
祭
附
則
」
に
「
御
神
輿
送
り
」
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
（
表
1
）。 

注
目
し
た
い
の
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
で
、
こ
の
年
の
「
御
祭
礼
屋
台

規
式
」
に
は
「
上
気
多
組
境
迄
奉
送
シ
」、
三
番
叟
組
と
主
事
組
は
上
気
多
組
内
の

御
神
輿
巡
幸
に
付
き
従
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
は
こ
の
年

だ
け
で
、
以
後
組
長
一
同
は
上
気
多
組
の
境
ま
で
御
神
輿
を
送
っ
て
行
く
だ
け
に
な

る
。 問

題
は
、
江
戸
時
代
も
含
め
た
明
治
十
四
年
以
前
は
ど
こ
ま
で
送
っ
て
行
っ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
古
川
祭
の
三
日
目
は
上
北
村
（
上
気
多
）
の
祭
で
、

御
神
輿
は
三
日
目
の
朝
町
場
の
御
旅
所
を
出
御
す
る
が
、
そ
の
ま
ま
神
社
へ
帰
る
の

で
は
な
く
、
上
北
村
（
上
気
多
）
内
を
巡
幸
す
る
。
従
っ
て
、
町
場
の
組
頭
な
ど
が

ず
っ
と
御
神
輿
に
付
き
添
う
の
は
不
自
然
な
面
が
あ
る
。 

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
明
治
十
五
年
以
前
も
上
気
多
組
の
境
ま
で
し
か
御
神
輿

を
送
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。 

        

（
二
）「
町
廻
り
五
日
夜
八
ツ
時 

 

同 

六
日
昼
七
ツ
時
」 

 

町
廻
り
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
後
期 

の
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」「
御
祭
礼
屋 

台
儀
式
」
や
明
治
時
代
初
期
の
「
御
祭 

礼
屋
台
規
式
」
な
ど
に
記
さ
れ
て
は
い 

な
い
。 

し
か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
） 

の
『
氏
神
御
祭
典
定
式
萬
格
記
』
に
よ 

っ
て
町
廻
り
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る 

（
図
4
）。 

 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
町
廻 

り
」
は
、
古
川
祭
一
日
目
の
八
月
五
日 

昼
九
ツ
時
（
十
二
時
）
か
ら
三
日
目
の 

八
月
七
日
夜
七
ツ
時
（
午
前
四
時
）
ま 

で
の
四
十
時
間
、
二
時
間
交
代
で
行
わ 

れ
た
。
町
廻
り
を
担
当
し
た
の
は
十
二 

人
の
組
頭
と
三
人
の
行
司
で
、
二
人
ま 

た
は
三
人
一
組
に
な
っ
て
、
組
頭
は
三 

回
ず
つ
、
行
司
は
一
回
ず
つ
出
役
し
て 

い
る
。 

約
四
十
年
前
の
天
保
二
年
（
一
八
三 

一
）
に
も
同
様
に
町
廻
り
が
行
わ
れ
た 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
弐
之
町
三
丁
目 

の
与
頭
（
組
頭
）
で
あ
っ
た
善
兵
衛
は
、 

御
祭
礼
中
町
廻
り
時
刻 

八
月
五
日 

昼  

九
ツ
時 

2
名 

 

同 

八
ツ
時 

2
名 

 

同 

七
ツ
時 

2
名 

 

同 

六
ツ
時 

2
名 

夜  

五
ツ
時 

2
名 

 

同 

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

3
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

暁  

七
ツ
時  

2
名 

同
六
日 

朝  

五
ツ
時  

2
名 

昼  

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

2
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

同 

七
ツ
時  

2
名 

同 

六
ツ
時  

2
名 

夜  

五
ツ
時  

2
名 

同 

四
ツ
時  

2
名 

同 

九
ツ
時  

2
名 

同 

八
ツ
時  

2
名 

右
之
刻
限
相
組
之
通
り 

無
怠
慢
町
端
隅
々
火
元 

用
心
万
端
心
ヲ
付
相
廻 

り
可
申
候
事 

図4 明治5年の町廻り（飛騨市蔵「明治 5年氏神御祭典定式萬格記」） 
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祭
一
日
目
の
八
月
五
日
夜
八
ツ
時
（
午
前
二
時
頃
）
と
祭
二
日
目
の
八
月
六
日
昼
七

ツ
時
（
午
後
四
時
頃
）
に
町
廻
り
の
役
を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
八
月
五

日
夜
八
ツ
時
は
祭
の
実
態
か
ら
六
日
の
午
前
二
時
頃
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
町
廻

り
は
二
回
な
の
で
、
明
治
五
年
の
三
回
よ
り
少
な
い
が
、
天
保
二
年
に
も
こ
う
し
た

町
廻
り
が
組
頭
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

明
治
五
年
の
町
廻
り
表
の
最
後
に
、「
右
之
刻
限
相
組
之
通
り
無
怠
慢
町
端
隅
々

火
元
用
心
万
端
心
ヲ
付
相
廻
り
可
申
候
事
」（
図
4
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、 

町
廻
り
の
一
番
の
目
的
は
「
火
元
用
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
保
二
年
の

「
定
式
」（
図
1
）
に
も
「
第
一
火
之
元
用
心
大
切
ニ
相
守
り
可
申
事
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
祭
礼
中
の
火
の
用
心
に
は
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

図
5
は
、
古
川
祭
に
関
す
る
最
も
古
い
証
文
で
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
も

の
で
あ
る
。
祭
礼
を
例
年
の
通
り
実
施
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ

の
お
礼
を
述
べ
た
後
、
火
の
用
心
を
堅
く
守
り
、
喧
嘩
口
論
や
博
奕
諸
勝
負
一
切
さ

せ
ぬ
よ
う
祭
礼
中
は
油
断
な
く
見
廻
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
祭

礼
中
の
町
廻
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
組
頭
に
よ
る
組
織
的
な
町
廻
り

が
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
元
禄
八
年
（
一
六
九

五
）
に
行
わ
れ
て
い
た
町
廻
り
が
、
百
三
十
六
年
後
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に

は
見
事
に
組
織
化
さ
れ
、
さ
ら
に
四
十
一
年
後
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
も 

強
化
さ
れ
た
形
で
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
川
祭
の
有
様
は
、
江
戸
時
代
後
期
に

は
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と
な
く
明
治
時
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。 

    

                         

図5 元禄8年「差上ケ申証文之事」（個人蔵） 

差
上
ケ
申
証
文
之
事 

一
古
川
郷
上
北
村
杉
本
明
神
祭
礼
先
規
之
通
り
八
月
十
六
日
よ
り
同
十 

八
日
迄
、
当
年
祭
礼
仕
度
旨
奉
願
候
処
に
其
通
被
仰
付
難
有
奉
存
候
。 

然
上
者
火
用
心
堅
仕
、
其
外
喧
嘩
口
論
無
之
様
に
仕
、
勿
論
博
奕
諸 

勝
負
一
切
為
致
申
間
敷
候
。
尤
拙
者
共
儀
、
祭
礼
之
中
見
廻
り
無
油 

断
申
仕
候
。
為
其
証
文
差
上
ケ
申
候
。
仍
如
件
。 

祢
宜 

九
兵
衛 

肝
煎 

弥
七
郎 

元
禄
八
乙
亥
八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 

組
頭 

次
右
衛
門 

 
 

伊
奈
半
十
郎
様 

 
 
 
 
  

御
役
人
衆
中 
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（
三
）「
屋
台
引 

町
順 

夕 

 

同 

順 

八
番
」 

 

祭
礼
中
、
各
屋
台
は
列
を
な
し
て
町
場
を
巡
行
し
、
名
主
や
組
頭
な
ど
の
家
の
前

で
芸
（
か
ら
く
り
や
子
供
歌
舞
伎
な
ど
）
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
よ
り
五
十
年
近
く
前
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
記
録
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
近
江
の
俳
僧
林
篁
が
書
き
残
し
た
紀
行
文
『
飛
騨
美
屋
計
』
で
あ
る
。 

         

ま
た
、
屋
台
が
町
場
を
巡
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
巡
行
の
町
順
や
屋
台
順
な
ど
が

細
か
く
取
り
決
め
ら
れ
た
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
定
式
」
は
そ
の
初
期
形

態
を
残
す
も
の
で
、
や
が
て
町
場
の
祭
り
を
運
営
す
る
主
事
に
よ
っ
て
「
御
神
事
屋

台
儀
式
」
な
ど
が
作
ら
れ
、
各
屋
台
組
の
組
頭
や
当
番
な
ど
が
調
印
す
る
体
制
が
で

き
あ
が
る
。 

 

今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
る
「
御
神
事
屋
台
儀
式
」
で
最
も
古
い
も
の
は
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
屋
台
巡
行
の
町
順
と
と
も
に
組

頭
前
で
芸
を
行
う
こ
と
や
屋
台
順
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
資
料
か
ら
判
断
し
て
、
天
保
二
年
「
定
式
」
に
あ
る
「
屋
台
引
町
順 

 

夕
」
は
、
弐
之
町
三
丁
目
組
頭
の
前
を
屋
台
が
通
る
の
は
（
八
月
六
日
）
夕
方
で
、

そ
こ
で
屋
台
の
芸
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、「
同 

順 

八
番
」
は
、
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
が
共
同
で
所
有
す
る
金

亀
台
の
屋
台
順
が
八
番
目
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
屋
台

が
何
台
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
す
で
に
九
台
の

屋
台
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
の
屋
台
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
四
）「
祭
礼
当
日
途
中
に
て
雨
降
候
時
ハ
、
勝
手
次
第
ニ
合
羽
相
用
ひ
可
申
事
。 

日
暮
候
ハ
バ
、
是
又
勝
手
ニ
提
灯
と
も
し
可
申
事
」 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
勝
手
次
第
ニ
」「
勝
手
ニ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
祭
礼

中
に
雨
が
降
っ
て
き
た
ら
屋
台
組
の
判
断
で
合
羽
を
用
い
て
も
良
い
、
日
が
暮
れ
た

ら
屋
台
組
の
判
断
で
提
灯
を
灯
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
つ
は
特
例
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
こ
の
年
の
町
場
の
祭
を
取
り
仕
切
る

屋
台
行
司
（
後
の
主
事
）
の
指
示
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。「
定
式
」
の
最
後

の
方
に
「
此
ほ
か
屋
台
行
司
よ
り
触
出
シ
候
義
ハ
、
何
事
ニ
よ
ら
ず
急
度
相
守
り
可

申
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
、
祭
を
支
障
な
く
運
営
す
る
た
め
に
屋

台
行
司
に
は
強
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

（
五
）「
附
り
起
太
鼓
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無
用
ニ
候
事
。
并
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く 

れ
堅
停
止
ニ
候
事
」 

起
し
太
鼓
に
関
す
る
初
出
資
料
で
あ
る
。
前
述
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）『
飛

騨
美
屋
計
』
に
は
屋
台
が
九
台
あ
っ
て
芸
を
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
起
し

太
鼓
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
大
野
政
雄
氏
は
「
起
し
太
鼓
は
廻
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
だ
特
筆
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
祭
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
大
野
政
雄
「
古
川
祭
の
起
し
太
鼓
」『
北
飛
ニ
ュ
ー
ス
』

昭
和
五
十
三
年
四
月
十
五
日
）。 

古
川
祭
は
八
月
六
日
な
り
。
引
き
山
九
ツ
あ
り
。
是
も
や
た
い
と
い 

ふ
。
此
祭
ハ
杉
本
明
神
の
氏
子
也
。
御
本
地
天
照
太
神
と
い
ふ
。
祭 

の
日
深
見
亭
の
前
に
て
引
き
山
の
芸
な
ど
あ
り
。
又
深
見
よ
り
御
輿 

に
そ
な
へ
物
あ
り
。
神
主
両
人
つ
き
来
り
て
、
い
ろ
い
ろ
の
式
あ 

り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（『
古
川
町
史 
史
料
編
三
』
793
号
） 
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し
か
し
、
そ
れ
か
ら
約
五
十
年
後
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
定
式
」
に
、

わ
ざ
わ
ざ
「
附
り
」
と
し
て
起
し
太
鼓
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な

行
事
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

規
制
の
一
つ
目
は
「
夜
八
ツ
時
前
ハ
堅
無
用
ニ
候
事
」
で
あ
る
。
夜
八
ツ
時
（
午

前
二
時
頃
）
よ
り
前
は
起
し
太
鼓
を
禁
止
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
早
い
時

間
か
ら
起
し
太
鼓
が
独
自
に
行
動
す
る
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

規
制
の
二
つ
目
は
「
板
た
ゝ
き
、
悪
あ
く
れ
堅
停
止
ニ
候
事
」
で
あ
る
。
起
し

太
鼓
だ
け
で
な
く
、
板
を
た
た
い
た
り
、
悪
ふ
ざ
け
（
悪
あ
く
れ
）
を
し
た
り
す
る

行
為
が
目
に
余
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
来
、
起
し
太
鼓
は
祭
礼
当
日
氏

子
を
眠
り
か
ら
覚
ま
し
、
祭
の
開
始
を
告
げ
る
合
図
と
し
て
た
た
か
れ
た
。
重
要
な

祭
礼
行
事
の
一
つ
で
、
御
神
輿
や
屋
台
の
動
き
と
連
動
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
起
し
太
鼓
の
勝
手
な
振
る
舞
い
が
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
問
題
が
相
次
い
だ
よ
う
で
あ
る
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
儀
式
」
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
起
太
鼓

之
義
、
行
司
屋
台
之
外
よ
り
決
而
出
申
間
敷
候
事
」
と
書
い
た
紙
を
表
紙
の
裏
に
貼

り
付
け
て
い
る
（『
郷
土
文
化 

古
川
祭
』
昭
和
二
十
八
年
）。
行
司
屋
台
（
後
の
主

事
）
以
外
は
起
し
太
鼓
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
屋

台
組
の
太
鼓
が
勝
手
に
行
動
し
て
い
た
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

明
治
時
代
に
な
っ
て
も
こ
う
し
た
規
制
が
た
び
た
び
行
わ
れ
る
。
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
は
「
起
シ
太
鼓
ハ
年
行
司
組
ヨ
リ
外
丁
ハ
決

而
出
シ
申
間
敷
候
。
勿
論
市
中
一
通
り
廻
り
候
ハ
バ
、
夜
明
ニ
相
成
位
ニ
出
し
、
猥

之
儀
無
之
様
可
致
事
」
と
し
て
起
し
太
鼓
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
本
来
は
年
行
司

組
（
後
の
主
事
組
）
だ
け
が
起
し
太
鼓
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
そ
れ
以
外
の

組
か
ら
も
起
し
太
鼓
が
出
て
統
制
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
実
態
が
浮
か
び
あ
が

る
。
し
か
も
、
起
し
太
鼓
は
原
則
と
し
て
夜
明
け
前
に
は
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
を
無
視
し
て
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
起
し
太
鼓
が
祭
を
構
成
す
る
主
要
な
行
事
と
し
て
形
を
整
え
る
ま
で
に
は
こ
う

し
た
規
制
が
た
び
た
び
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
六
）「
町
会
所
」 

 

「
町
会
所
」
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
「
定
式
」
が
初
出
資
料
で
あ
る
（『
飛
騨
古

川 

歴
史
を
み
つ
め
て
』）。 

「
与
頭
中
打
寄
示
談
之
上
相
定
候
」
と
あ
る
の
で
、
祭
の
運
営
主
体
と
な
っ
て
い 

る
与
頭
（
組
頭
）
が
集
ま
っ
て
相
談
し
、「
定
式
」
を
ま
と
め
た
場
所
が
「
町
会
所
」 

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
町
会
所
は
町
場
の
組
頭
中
の
拠
点
と
し
て
明
治
初
期
ま

で
続
く
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
『
中
村
家
・
上
原
家
文
書
』（
飛
騨
市
蔵
）
の
中
に

次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
絵
図
（
図
6
）
が
あ
り
、「
町
会
所
」
は
弐
之
町
に
あ
っ
た
可

能
性
が
出
て
き
た
。 

 

し
か
し
、「
町
会
所
」
と
書
か
れ
た
地
所
は
、
奥
行
は
12
間
5
尺
5
寸
（
約
23

メ
ー
ト
ル
）
も
あ
る
が
、
表
口
が
三
尺
（
約
90
セ
ン
チ
）、
裏
口
が
四
尺
（
約
120
セ

ン
チ
）
し
か
な
い
。
建
物
を
建
て
る
に
は
あ
ま
り
に
も
狭
い
。
し
か
も
、
左
三
か
所

の
地
所
に
は
表
口
の
と
こ
ろ
に
「
家
〇
間
〇
尺
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
て
家
が
建
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
町
会
所
」
と
記
さ
れ
た
地
所
に
は
家
の
存
在
を
示
す

記
述
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
「
町
会
所
」
が
所
有
す
る
土
地
で
あ
っ
て
、
建
物

は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
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「
町
会
所
」
の
存
在
と
場
所
を
示
す
資
料
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
古
川
祭
の
御
神
輿

を
先
導
す
る
屋
台
の
進
行
ル
ー
ト
の
中
に
「
町
会
所
」
と
い
う
場
所
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
「
御
祭
礼
屋
台
規
式
」
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。 

「（
屋
台
は
）
弐
之
町
を
引
上
り
大
区
長
殿
前
相
済
し
、
次
に
町
会
所
ニ
而
副
長 

半
頭
等
役
前
相
済
し
、
祠
官
殿
前
相
済
し
候
ハ
バ
弐
之
町
上
り
・
・
・
」 

 

ま
ず
、「
大
区
長
」
は
、
筑
摩
県
第
二
十
九
大
区
の
大
区
長
後
藤
重
泰
の
こ
と
で
、

自
宅
は
弐
之
町
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
祠
官
」
と
は
河
合
斉
一
郎
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
河
合
氏
も
弐
之
町
の
住
人
で
あ
っ
た
。
屋
台
進
行
ル
ー
ト
で
は
町
会
所
は
後
藤

大
区
長
宅
と
河
合
祠
官
宅
の
間
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
弐
之
町
に
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
場
所
が
特
定
で
き
な
い
。
図
6
の
絵
図
に
あ
る

「
町
会
所
」
の
場
所
と
も
微
妙
に
違
う
感
じ
が
す
る
。 

 

町
会
所
に
つ
い
て
は
『
飛
騨
古
川 

歴
史
を
み
つ
め
て
』
が
詳
し
い
が
、
場
所
に

つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
町
会
所
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
古
川
町
が
誕
生

す
る
ま
で
存
続
し
て
い
た
が
、
以
後
は
「
会
議
所
」
と
名
称
が
変
更
に
な
り
、
明
治

十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
は
「
市
中
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
組
頭
が
集
う

拠
点
で
あ
る
点
は
変
わ
り
な
い
が
、
組
頭
は
や
が
て
組
長
、
区
長
へ
と
名
称
が
変
わ

っ
て
い
く
。 

 

（
七
）「
二
ノ
三
丁
目
」 

「
二
ノ
三
丁
目
」
と
は
弐
之
町
三
丁
目
の
こ
と
で
、
天
保
二
年
の
与
頭
（
組
頭
）

は
善
兵
衛
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
古
川
祭
を
構
成
す
る
古
川
の
町
内
は
十
二
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
組
頭
が
い
た
。 

・
壱
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
） 

・
弐
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
） 

・
三
之
町
（
壱
丁
目
、
弐
丁
目
） 

・
殿
町 

・
向
町 

い
つ
か
ら
「
〇
丁
目
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
古
く

は
寛
政
八
年
に
「
二
ノ
壱
」「
二
ノ
二
」「
弐
ノ
三
」「
二
ノ
四
」
の
町
名
が
見
え
る

（『
古
川
町
史 

史
料
編
一
』
202
号
）。
ま
た
、
明
治
二
年
に
も
「
弐
ノ
町
壱
丁
目
」

「
弐
ノ
弐
丁
目
」「
弐
ノ
三
丁
目
」「
弐
ノ
四
丁
目
」
と
あ
る
（『
古
川
町
史 

史
料

編
一
』
171
号
）。 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
「
弐
丁
目
」
と
「
三
丁
目
」
が
合
併
し
て
「
弐
之
町

 

町
会
所 

 

（
個
人
宅
） 

（
個
人
宅
） 

 

（
個
人
宅
） 

図6 弐之町の絵図（『中村家・上原家文書』 飛騨市蔵）） 

「町会所」と書かれた地所は、表口「地三尺」、裏口「地

四尺」、奥行「地拾弐間弐尺五寸」と書かれている。 
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中
組
」
と
な
る
ま
で
弐
之
町
三
丁
目
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
き
た
。 

ち
な
み
に
、
古
川
祭
の
屋
台
は
こ
の
町
内
ご
と
に
一
台
ず
つ
所
有
さ
れ
て
い
る
が
、 

壱
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
、
弐
之
町
弐
丁
目
と
三
丁
目
は
そ
れ
ぞ
れ
合
同
で
一
台
の

屋
台
を
所
有
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
屋
台
は
全
部
で
十
台
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

最
初
に
こ
の
「
定
式
」
を
見
た
時
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
意
味
が
分
か
ら
な
か

っ
た
が
、
古
川
祭
の
調
査
が
少
し
ず
つ
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
内
容
が
見
え
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
『
氏
神
御
祭
典
定
式
萬
格

記
』
に
出
会
っ
て
か
ら
は
一
気
に
理
解
が
進
ん
だ
気
が
す
る
。
天
保
二
年
の
内
容
が

明
治
五
年
に
も
そ
の
ま
ま
通
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は
明
治
五
年
は
天
保
二
年
か
ら

四
十
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
そ
の
間
、
祭
り
の
実
相
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
が

な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
と
い
う
よ
り
、
古
川
祭
の
仕
組
み
は
も
う
天
保
二
年
に
は

か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。 

           

                         


